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用途地域・ 地区

改 正 決 定
特 集 号

用途地域・地区が改正されました! 　10月11日から施行
「東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例」も同時に改正

東京都と足立区では、こ れまで指定されてい た用途地域・地区について、
社会経済情勢の変化 などにより、様子を変 えて きている「私たちの まち」を

より住み良いもの にするため、用途地域・地区の見直し作業を進めてきまし

た。このほど新し い用途地域・地区が決定し、10 月11日から告示・施行され
ましたのでお知らせし ます。

また、今回の改正 に伴い、「東京都日影による中 高層建築物の高さの制限

に関する条例」(日影規 制条 例) も改正され、同日、公布・施行されました。

( 1) これまでの経過

東京都は 、「東京におけ る土地利用に関 する基本方針」に基づ き、「用途地

域等に関す る指定方針及び指定基準」 を策定し、昭和62年6 月にこの方針及

び基準に 基づき、用途地域・地 区の変更案の作成を区市町に依頼しました。
足立区 では、東京都の「指定方針 及び指 定基 準」 などを もとに作 成した

「区素案」 を「あだち広報」( 昭和62年10月30日号) でお知らせし、併せ て、
区内13ヵ所 で地元説明会を開催。数 多くのご意見・要望 をいただきまし た。

その後、足立区の試案をまとめ 、足立区都市計画審議会の審議を経て「区案」
を決定し 、東京都へ提出し ました。この区案は、「あだち広報」( 昭和63年3

月25日号) に も掲載し、区民の皆 さんにお知らせし たところです。
東京都は、各区市町 から提出された「区市町案」を調整し 、平成元年3 月

「 東京都素案」を発表。同年5 月「都市計画案」 を公告・縦覧し た後、同年8

月28日に開催された東京都都市計画地方審議会の審議を経て、新しい用途

地域・地区が決定しまし た。

( 2) 用途地域・地区について
足立区に住み、働く私たちだれもが、「安 全・快適・便利で心豊かなまち」

を望 んでいます。
こ の将来目 標に向け て、まちづ くりを進めていくための最 も基本的なルー

ルの一 つが用途地域・地区の指定です。

用途地域別の主な建築物の用途制限

( ○ は建ててもよい もの、× は建てられないもの、△ は3 階以上に設けるもの又は1, 500m2を
こえるものは建てられないもの

)

( 3) 日 影規制について

今回の用途地域・地区の改正に伴い、「東京都日影による中高層建築物の
高さの制限に関する条例」 の改正 も同時に行われました。

改正の主な内容は、次のとお りです。

規制対象区域のうち、「容積率400% ・第3 種高度地区」の区域は、規制

対象区域外とされました。

高度利用地区お よび再開発地区計画の区域については 、規制対象区域外

とされました。

日影規制 とは
住宅 地におけ る住環境を保護するため、日照を確保す ることを目的 として、

敷地境界線から一定の距離を超える範曲に一定以上の 日影 を生じさせ ないよ
う規制するもの です。

規制の対 象となる地域
第一種住居専用地域 、第二種住居専用地域、住居地域 、近隣商業地城、準

工業地域のうち、条例で指定する区域 です。

なお商業地域、工業地域、工業専用地域及び無指定区域は 、規制対象区城

外です。

規制の対象となる建築物
高さが10m を超える建築物です。

ただし 。第一種住居専 用地域内は 、軒高が7m を超える建築物 、または階

数が3 階以上( 地階 を除 く) の建築物が規制の対象となります。

規制 される日影

規制対象区域内において、冬至日の真太陽時( 太陽 が真南に来たときを正

午とした時間) の午 前8 時から午後4 時 までに、敷地境界線から5m 及び10m

を超える範囲に生じ る日影( 図一1 参 照) が規制の対象となります。

規制時間

東京都が建築基準法に定める基準のうちから、条例で指定しています。
日影規制時間は 、( 4) 面のとおりです。

日影の測定位置

日影規制 では、現実の地表面上にできる日影 を対象としてい ません。第一

種 住居専用地域では、平均地盤面から1. 5m の高さ。その他の4 つの地域 では、4m

の高さの各水平面上の日影が規制の対象となり ます。
この1. 5m というのは、おおむね通常の 木造住宅の1 階 の窓の 高さ、4m は、

同じく2 隋の窓の高さにあたり、ここで規制対象建築物の日影時間を測定す

ることとしたもの です。( 図 ―1 参照)
なお、平均 地盤面とは 、規制対象建築物が周囲の地面 と接する位置の高さ

を平均したものです。

図 ―1

第一種住居専用地域

第二種住居専用地域
住 居 地 域
近 隣 商 業 地 域
準 工 業 地 域

- 問い合わせ先-

本庁舎・ 都 市計画 課
882- 1111 ㈹

緑と水の豊かな潤いのあるまち
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足立区用途地域・地区改正決定図
(平成元年10月11日告示・施行)

足立区役所
足立区千住一丁目4- 18　 電話882- 1111 ㈹

都市環境部 都市計画課

細部不明な点については上記にお問合せ下さい。
この決定図は、保存して今後の建築計画などにお役立て下さい。

防火・準防火地域
市街 地 に おけ る 集団 的 な 都市 防 火を 図 る地 域 で す。

防火・準防火地域内の構造制限

高度地区
建 築 物の 高 さの 最 高限 度 ま たは 蠢 低限 度 を 定め る 地区 で す。

最高限高度地区

● 第1 種高度地区
た だ し 、 第 一 種 住 居 専 用 衂 威 にI ぶ、

10mの高さ の限 置がありi す。

● 第2種高度地区

● 第3種高度地区

※ 北 圃 に止 罵- 小 面 ・廛 篦 敷 等が あ る 場 合倒 皿が 績 和 され ま す。

最低限高度地区
建 築 勧の 高 さ( 地 盤面 か ら の 高さ) の 最低 狠 度を7m に
定め て 、土 地 の 高度 利 用を 図 る 地区 で す。

高度利用地区内の建築制限

※ 地域地区の境界線のとり方
・地域地区の境界線で明示のないものは
原則として道路・鉄道・河川等の中心線
となっています。
路線式で指定距離の明示のないものは、
すべて道路または都市計画道路の境界線
から20m です。
30…… 30m を示す(遭11等からの距離)
50…… 50m を示す( 道路等からの距離) 100
…… 100m を示す( 道路等からの距離) 300
…… 300m を示す( 道路等からの距離)

二二二二…… …… …都市計画遭路を示す
※ 本図は多色刷のため多少のずれがありますのでご注意下さい。

建ぺい率
建 ぺ い 準 とは 、建 築 物の 建 築 肉 積の 敷 地面 積 に

刈 す る 割 合の こ とを い い ます 。

建ぺい率( %) =
建築面積
敷地面積 × 100

容積率
容 積 事 とl j 孀 築魯 の 各階 の床 面 積 の 合計C 延

ぺ画 稿) の敷 皿 ● 積 にj l する ● 1合の こ とを い い ま

す。

容積率( %) = 延べ面積
敷地面積

× 100

※ 前面 道 路の 幅 かJ 2m 未 滴の 場 合 制畷 か あ り ます。

登 録 番号1- 535 印刷 緑川地 図印 刷株式 会社 電 話625- 3922
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日 影 規 制 区 域 改 正 決 定 図

※ 境界線 の とり方

境界線で明示のないものは原則として道路・
鉄道・河川等の、中心線となってい ます。
路線式で指定距離の明示のないものは、すべて
道路または都市計画道路の境界線から20mです。

30…… 30m を示す(道路等からの距離)
50…… 50m を示す(道路等からの距離)
100…… 100mを示す(道路等からの距離)

… ………… 都市計画道路を示す

日影規制によ る建築物の制限
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